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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　口部、肩部、胴部、及び底部を備え、前記胴部の横断面形状が多角形状の角筒状に形成
された合成樹脂製容器であって、
　前記底部が、底部中央から前記胴部の側面の下端側に向かって延在し、かつ、縦断面形
状が容器外方に凸の円弧状に形成された溝底を含む複数の底部溝と、前記底部溝によって
隔てられて、前記底部中央よりも下方に突出する複数の脚部とを有し、
　前記脚部が中心軸周りに回転対称に配設されるように、前記底部溝を均等な間隔で前記
底部中央を中心とする放射状に配設し、
　前記胴部が、周方向に沿って形成された一以上の凹溝部を有し、
　前記凹溝部が形成された部位の横断面形状が、前記胴部の角筒状に形成された部位の横
断面形状に相似し、かつ、前記凹溝部が形成された部位の横断面形状と、前記胴部の角筒
状に形成された部位の横断面形状とを同一平面上で重ねたときに、前記凹溝部が形成され
た部位の横断面形状の各頂部が、前記胴部の角筒状に形成された部位の横断面形状の各辺
に内接する位置関係にあるように、前記凹溝部が形成されている
ことを特徴とする合成樹脂製容器。
【請求項２】
　前記底部溝が、前記胴部の一つの側面に対して少なくとも一つ、各側面に対する配置が
等しくなるように配設されている請求項１に記載の合成樹脂製容器。
【請求項３】
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　前記胴部の横断面形状がｎ角形状（ｎは３～１２の整数）のときに、前記底部が有する
前記脚部の数がｎの３以上の約数に等しい請求項１に記載の合成樹脂製容器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内容物を充填、密封した後の容器内が陽圧になる炭酸飲料用などの用途に利
用可能な合成樹脂製容器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ポリエチレンテレフタレートなどの熱可塑性樹脂を用いて有底筒状のプリフォー
ムを形成し、次いで、このプリフォームを二軸延伸ブロー成形などによってボトル状に成
形してなる合成樹脂製の容器が、各種飲料品、各種調味料等を内容物とする容器として広
い分野で一般的に利用されている。
【０００３】
　そして、この種の合成樹脂製容器にあっては、角形ボトルと称される角筒状の容器形状
を有するものと、丸形ボトルと称される円筒状の容器形状を有するものとに大別されるが
、その用途によっては、適用可能な容器形状が限定されていた。例えば、炭酸飲料用の用
途に利用される容器にあっては、内容物を充填・密封した後の容器内が炭酸ガスによって
陽圧になるため、圧力を均等に分散させて形状が著しく不均一に変形してしまわないよう
に、通常、その容器形状は円筒状とされている（例えば、特許文献１参照）。
【０００４】
　一方、角筒状の容器形状を有する角形ボトルは、搬送のために箱詰めする際の収納効率
がよく、また、店頭に陳列する際のスペース効率もよいなどの利点がある。
　また、この種の合成樹脂製容器の利用が広い分野でより一般的なものとなってきた近年
の状況下にあっては、他の商品との差別化を図り、商品訴求力を高めることが求められて
いる。従来、適用可能な容器形状が限定されていた炭酸飲料などを内容物とする容器に、
角筒状の容器形状を適用できれば、デザインの多様化により商品訴求力を高めることも可
能となる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平１０－２６４９１７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記したような事情に鑑みて、本発明者らは、角形ボトルを炭酸飲料用の用途に利用で
きるように鋭意検討を重ね、先に、特願２０１６－１３５８８６において、角筒状の容器
形状を有しながらも、内圧による容器胴部の膨らみを十分に抑制することができる合成樹
脂製容器を提案した。
【０００７】
　ところで、特許文献１に示されるような、炭酸飲料用の用途に利用されている耐圧ボト
ルにあっては、一般に、容器胴部を円筒状に形成するとともに、その底部は、容器内が陽
圧になっても自立安定性が損なわれないように、下方に膨出する５つの脚部を花弁状に配
設した、いわゆる、ペタロイド形状と称される形状として、底部の変形を抑制している。
【０００８】
　しかしながら、胴部の横断面形状が多角形状の角筒状に形成された容器を採用する場合
、容器胴部が円筒状に形成された従来の耐圧ボトルに好適に設計された底部をそのまま適
用したのでは、内容物を充填すると胴部の多角形状と底部の花弁状の内圧による変形のバ
ランスが悪く、外力によって倒れやすい方向が生じて自立性が安定せず、また、その外観
上の不統一感が否めなかった。
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【０００９】
　そこで、本発明者は、さらなる検討によって、横断面形状が多角形状となる胴部を有す
る合成樹脂製容器に適した外観形状を有する底部を備えた、炭酸飲料用などの用途に利用
可能な合成樹脂製容器を開発することに成功し、本発明を完成させるに至った。
　ここで、外観形状とは、容器を自立させた状態で外側に現れた形状を指す。本発明で、
横断面形状が多角形状となる胴部を有する容器に適した外観形状を有する底部とは、主に
自立させた容器において、底部の外側形状が、胴部の外側形状と統一感を有しており、か
つ自立安定性を備えていることをいう。
【００１０】
　すなわち、本発明は、横断面形状が多角形状となる胴部を有する合成樹脂製容器であっ
て、胴部の横断面形状に適した外観形状を有するとともに、内容物を充填、密封した後に
容器内が陽圧になった際に、変形を十分に抑制することができる底部を備えた合成樹脂製
容器を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明に係る合成樹脂製容器は、口部、肩部、胴部、及び底部を備え、前記胴部の横断
面形状が多角形状の角筒状に形成された合成樹脂製容器であって、前記底部が、底部中央
から前記胴部の側面の下端側に向かって延在し、かつ、縦断面形状が容器外方に凸の円弧
状に形成された溝底を含む複数の底部溝と、前記底部溝によって隔てられて、前記底部中
央よりも下方に突出する複数の脚部とを有し、前記脚部が中心軸周りに回転対称に配設さ
れるように、前記底部溝を均等な間隔で前記底部中央を中心とする放射状に配設し、前記
胴部が、周方向に沿って形成された一以上の凹溝部を有し、前記凹溝部が形成された部位
の横断面形状が、前記胴部の角筒状に形成された部位の横断面形状に相似し、かつ、前記
凹溝部が形成された部位の横断面形状と、前記胴部の角筒状に形成された部位の横断面形
状とを同一平面上で重ねたときに、前記凹溝部が形成された部位の横断面形状の各頂部が
、前記胴部の角筒状に形成された部位の横断面形状の各辺に内接する位置関係にあるよう
に、前記凹溝部が形成されている構成としてある。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、横断面形状が多角形状となる胴部を有する合成樹脂製容器であって、
胴部の横断面形状に適した外観形状を有するとともに、内容物を充填、密封した後に容器
内が陽圧になった際に、変形を十分に抑制することができる底部を備えた合成樹脂製容器
が提供される。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の第一実施形態に係る合成樹脂製容器の概略を示す斜視図である。
【図２】本発明の第一実施形態に係る合成樹脂製容器の実施形態の概略を示す正面図であ
る。
【図３】図２のＡ－Ａ端面図である。
【図４】図２のＢ－Ｂ端面図である。
【図５】図２のＡ－Ａ端面図と図２のＢ－Ｂ端面図とを同一平面上で重ねた説明図である
。
【図６】従来例の容器胴部の横断面形状を示す説明図である。
【図７】他の従来例の容器胴部の横断面形状を図５に対応させて示す説明図である。
【図８】本発明の第一実施形態に係る合成樹脂製容器の底部の概略を示す、傾けた状態の
容器を底面側からみた要部斜視図である。
【図９】本発明の第二実施形態に係る合成樹脂製容器の概略を示す斜視図である。
【図１０】本発明の第二実施形態に係る合成樹脂製容器における、容器高さ方向と垂直に
交わる胴部側面断面と胴部凹溝部断面との位置関係の概略を示す説明図である。
【図１１】本発明の第二実施形態に係る合成樹脂製容器における底部の底部溝と脚部の配
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置関係を模式的に示した説明図である。
【図１２】本実施例において使用した比較用容器の概略を示す斜視図である。
【図１３】（ａ）本発明に係る第一実施形態の合成樹脂製容器の底部における底部溝と脚
部の配置関係を模式的に示した説明図と、（ｂ）比較用容器の底部における底部溝と脚部
の配置関係を模式的に示した説明図である。
【図１４】（ａ）図１３中のＡ-Ｏ-Ａ’線を含む垂直面によって容器を切り取った断面に
現れる断面図、（ｂ）図１３中のＢ-О-Ｂ’線を含む垂直面によって比較用容器を切り取
った断面に現れる断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明の好ましい実施形態について、図面を参照しつつ説明する。
【００１５】
［第一実施形態］
　本発明に係る合成樹脂製容器の第一実施形態として、その斜視図を図１に示し、その正
面図を図２に示す。
　また、図２のＡ－Ａ線を含む水平面によって容器１を切り取った断面にあらわれる端面
を図３に示し、図２のＢ－Ｂ線を含む水平面によって容器１を切り取った断面にあらわれ
る端面を図４に示す。
　なお、これらの端面図では、容器１の肉厚を省略している。
【００１６】
　容器１は、口部２、肩部３、胴部４、及び底部５を備えており、本発明の一実施形態と
して図示する容器１は、胴部４が角筒状に形成された、一般に、角形ボトルと称される容
器形状を有している。
【００１７】
　このような容器１は、熱可塑性樹脂を使用して射出成形や圧縮成形などにより有底筒状
のプリフォームを成形し、このプリフォームを二軸延伸ブロー成形などにより所定の容器
形状に成形することによって製造される。
【００１８】
　容器１を製造するにあたり、使用する熱可塑性樹脂としては、ブロー成形が可能な任意
の樹脂を使用することができる。具体的には、ポリエチレンテレフタレート，ポリブチレ
ンテレフタレート，ポリエチレンナフタレート，非晶ポリアリレート，ポリ乳酸又はこれ
らの共重合体などの熱可塑性ポリエステル，これらの樹脂あるいは他の樹脂とブレンドさ
れたものなどが好適である。特に、ポリエチレンテレフタレートなどのエチレンテレフタ
レート系熱可塑性ポリエステルが、好適に使用される。また、ポリカーボネート，アクリ
ロニトリル樹脂，ポリプロピレン，プロピレン－エチレン共重合体，ポリエチレンなども
使用することができる。
【００１９】
　口部２は、内容物の取り出し口となる円筒状の部位であり、かかる口部２には、容器内
を密封する図示しない蓋体が取り付けられる。
　また、口部２の下端は、胴部４に向かって拡径して口部２と胴部４との間をつなぐ肩部
３に連接しており、図示する例において、肩部３は角錐台状に形成されている。
【００２０】
　胴部４は、容器１の高さ方向の大半を占める部位であり、上端が肩部３に連接し、下端
が底部５に連接している。
【００２１】
　ここで、高さ方向とは、口部２を上にして容器１を水平面に正立させたときに、水平面
に直交する方向をいうものとし、この状態で容器１の上下左右及び縦横の方向を規定する
ものとする。
【００２２】
　本実施形態において、胴部４は、横断面形状（高さ方向に直交する断面の形状）が正方
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形状を基本形状として、角部がＲ面取り状に面取りされた角筒状に形成されており、胴部
４の角部を面取りした後に残る四つの面を、胴部４の側面とする。
【００２３】
　また、胴部４は、その周方向に沿って形成された凹溝部４０を有している。
　図示する例では、六つの凹溝部４０が高さ方向に沿って等間隔で並設されており、それ
ぞれの凹溝部４０が形成された部位の横断面形状（図４参照）が、胴部４の角筒状に形成
された部位の横断面形状（図３参照）に相似するように形成される。そして、図５に示す
ように、凹溝部４０が形成された部位の横断面形状と、胴部４の角筒状に形成された部位
の横断面形状とを同一平面で重ねたときに、何れの凹溝部４０も、凹溝部４０が形成され
た部位の横断面形状の各頂部４０Ａが、胴部４の角筒状に形成された部位の横断面形状の
各辺に内接する位置関係にあるように形成されている。
【００２４】
　本実施形態では、胴部４の角筒状に形成された部位の横断面形状が、正方形状を基本形
状として、その各頂部４ＡがＲ面取り状に面取りされた形状とされていることから、凹溝
部４０が形成された部位も、正方形状を基本形状として、その各頂部４０ＡがＲ面取り状
に面取りされた横断面形状となるように形成されている。そして、凹溝部４０が形成され
た部位の横断面形状の面取りされた頂部４０Ａが、胴部４の側面の横断面方向中央部に位
置している。
【００２５】
　角筒状の容器形状を有する容器１の胴部４に、このような凹溝部４０を形成することで
、容器内が陽圧になっても、胴部４の膨らみによる変形を有効に抑制することができるが
、その理由は次の通りである。
【００２６】
　胴部の横断面形状が正方形状とされた角形ボトルは、容器内が陽圧になると、図６に示
すように、胴部の側面には、容器外方に膨らむように変形させようとする力が作用すると
ともに、胴部の角部には、当該角部を容器内方に引き込むように変形させようとする力が
作用する。その結果、これらの力の作用によって、角形ボトルは、胴部の横断面形状が円
形状となるように変形する。
【００２７】
　また、例えば、横断面形状が正方形状とされた角形ボトルの胴部に、凹溝部を円環状に
形成した場合を考えると、円環状の凹溝部が形成された部位の横断面形状は円形状となる
。このため、容器内が陽圧になったときに、円環状の補強リブが形成された部位は、補強
リブ全体に均等に内圧（力）が作用するため容器外方に膨らみ難くなる。一方、横断面形
状が正方形状の胴部においては、容器外方に膨らむように変形させる内圧（力）が作用す
ると、側面は容易に膨らんで変形し、角部は容器内方に引き込むように変形するため、角
形ボトルの胴部の角形を維持できなくなってしまう（図７参照）。
【００２８】
　一方、本実施形態にあっては、容器内が陽圧になると、凹溝部４０が形成された部位で
は、その横断面形状の各辺に相当する部位に、容器外方に膨らむように変形させる力が作
用するとともに、その横断面形状の各頂部４０Ａに相当する部位に、容器内方に引き込む
ように変形させる力が作用する。そして、図５に、それぞれの力の向きを矢印で示すよう
に、これらの力の作用によって、胴部４の角部を容器内方に引き込むように変形させる力
と、胴部４の側面を容器外方に膨らむように変形させる力の両方が相殺され、その結果、
胴部４の膨らみによる変形を抑制できる。
【００２９】
　このように、凹溝部４０が形成された部位の横断面形状が、胴部４の角筒状に形成され
た部位の横断面形状に相似し、かつ、凹溝部４０が形成された部位の横断面形状の各頂部
４０Ａが、胴部４の角筒状に形成された部位の横断面形状の各辺に内接する位置関係にあ
るように、凹溝部４０を形成することで、凹溝部４０が形成された部位に作用する力によ
って、胴部４の角筒状に形成された部位に作用する力が相殺され、胴部４の膨らみによる
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変形を有効に抑制することができる。
【００３０】
　ここで、本発明でいう「相似」とは、数学における狭義の「相似」のみを意味するもの
ではない。凹溝部４０が形成された部位の横断面形状の各頂部４０Ａが、胴部４の角筒状
に形成された部位の横断面形状の各辺に内接する位置関係にあることで、胴部４の角筒状
に形成された部位に作用する力を相殺できれば、凹溝部４０が形成された部位の横断面形
状と、胴部４の角筒状に形成された部位の横断面形状とは、それぞれの基本形状が、同数
の辺、同数の頂部を有する同様の多角形状と認識できる程度に類似していればよい。
【００３１】
　また、本実施形態において、胴部４の下端に連接する底部５は、容器１を自立可能とす
るために、胴部４の角部の下方に位置するように四隅に設けられた脚部５２を有している
。
　図８に、本実施形態に係る容器１が備える底部５の概略を斜視して示すが、底部５は、
底部中央５０から胴部４の側面の下端側に向かって延在し、かつ、縦断面形状（中心軸Ｃ
を含む面で切り取った断面の形状）が容器外方に凸の円弧状に形成された溝底を含むよう
に、底部５の一部を容器内方に陥入させてなる四つの底部溝５１を有している。そして、
かかる底部溝５１によって隔てられて、底部中央５０よりも下方に突出するように形成さ
れた四つの脚部５２が、中心軸Ｃ周りに回転対称（図示する例では４回対称）に配設され
るように、底部溝５１を均等な間隔で底部中央５０を中心とする放射状に配設することで
、それぞれ胴部４の角部の下方に位置するよう設けられている。
【００３２】
　一般的に、容器内が陽圧になった際の底部においては、容器外方、すなわち下方向及び
外周方向に向かって膨らむように変形させようとする力が作用する。下方向へ向かって膨
らむ力が作用することで、容器１の底部中央が下方向へ膨張するように変形してしまうと
、いわゆる底落ちの状態を引き起こし、容器の自立性を妨げてしまう虞がある。また、外
周方向に向かって膨らむ力が作用することで、容器の外側形状、特に横断面形状が円形状
となるように変形する傾向がある。
【００３３】
　本実施形態において、底部溝５１は、その溝底が底部中央５０から胴部４の側面の下端
側に向かって延在するように形成されている。このため、溝底が底部中央５０から胴部４
の角部の下端側に向かって延在するように底部溝５１を形成した場合と比べると、底部溝
５１の延在方向に沿った始端から終端までの長さが短くなり、底部溝５１の溝底の縦断面
形状における円弧形状の縦横比（横／縦）を小さくすることができる。なお、「縦横比」
は、「高さ方向に沿った底部中央５０から底部溝５１の終端までの長さ（縦方向の長さ）
」に対する、「高さ方向に直行する方向に沿った底部中央５０から底部溝５１までの長さ
（横方向の長さ）」の比をいうものとする。
　その結果、底部中央５０及び底部溝５１にかかる容器内部からの圧力を、より下方向以
外の方向に分散させることができる。
【００３４】
　このように、底部中央５０から胴部４の側面の下端側に向かって延在する溝底を含むよ
うに底部溝５１を形成することで、容器高さ方向における底部溝５１の下向きの変形が効
果的に抑制され、底部中央５０の容器高さ方向の高さ変化率を小さく抑えることが可能と
なる。ここで、底部中央５０の容器高さ方向の高さとは、底部中央５０から、容器１を自
立させた際に図示しない接地面に当接する、脚部５２の接地部５３までの容器高さ方向の
高さを指す。
【００３５】
　また、縦断面形状が円弧状に形成されており、容器１内部からの圧力を均等に受ける形
状を有している底部溝５１に比べて、大部分が平面状や直線状に形成される脚部５２は、
容器１内部からの圧力で膨らむ傾向にある。
　本実施形態によれば、脚部５２は、胴部４の角部に対応する位置に設けられることにな
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る。このように脚部５２が配置されることによって、胴部４の側面に対応する位置ではな
く、胴部４横断面形状の角部に対応する位置が外方に膨らむ構成となり、胴部４及び底部
５の横断面形状である多角形状がより維持されるように機能するため好ましい。
【００３６】
　このように、本実施形態によれば、底部５を、底部中央５０から胴部４の側面の下端側
に向かって延在し、かつ、縦断面形状が容器外方に凸の円弧状に形成された溝底を含む複
数の底部溝５１を設け、脚部５２が中心軸周りに回転対称に配設されるように、底部溝５
１を均等な間隔で底部中央５０を中心とする放射状に配設することによって、底部５の変
形、特に底部中央５０の下方向への膨らみと、胴部４の側面に対応する位置の外周方向へ
の膨らみを有効に防ぎ、また容器１の自立性を高めることが可能となる。
　また、本実施形態の底部５によれば、脚部５２が、胴部４の角部に対応する位置に配設
されるため、容器の自立性を保ちつつ、底部５の外観形状を胴部４横断面形状に適した形
状に容易に形成することができる。
【００３７】
　また、図に示す例において、底部溝５１は、横断面形状が正方形状である胴部４の一つ
の側面に対して一つ、各側面に対する配置が等しくなるように形成されている。
　このように、底部溝５１は、胴部４の一つの側面に対して少なくとも一つ、各側面に対
する配置が等しくなるように形成されることが、容器１の自立安定性や形状維持のために
好ましい。
　例えば、胴部４の一つの側面に対して二つの底部溝５１が形成される場合は、それぞれ
の底部溝５１を、側面の横幅方向においてその中央を境に線対称となる位置に向かって延
在させて、各側面に対する配置が等しくなるように配設すると、容器１の自立安定性や形
状維持のためにさらに好ましい。
【００３８】
　また、図示されるように、一つの側面に対して設けられる少なくとも一つの底部溝５１
を、底部中央５０から胴部４の側面の横幅方向中央に対応する位置に向かって延在するよ
うに設けると、底部５の自立安定性や形状維持のためにさらに好ましい。このような構成
とすることで、胴部４の側面の横幅方向中央に対応する位置に向かって延在するように設
けられた底部溝５１は、底部中央５０から胴部４の側面の下端側の一辺に対して、垂直方
向に延在することになり、底部溝５１の延在方向に沿った始端から終端までの長さを最も
短くすることができる。その結果、容器内部からの圧力を受けた際に、底部溝５１の下方
向への荷重を好適に抑制することができる。
【００３９】
　底部溝５１は、底部の形状を維持できればどのような幅で形成しても構わないが、例え
ば、胴部４の横幅が６０ｍｍの場合、底部溝５１の幅は２ｍｍ以上１５ｍｍ未満に形成さ
れるのが好ましい。
【００４０】
　底部溝５１の縦断面形状において底部中央５０から胴部４の側面側へ延びる曲線形状は
、容器内が陽圧になった際に形状が維持できれば特に限定されないが、例えば胴部４の横
幅が６０ｍｍの場合、底部溝５１の溝底の縦断面形状における円弧形状の縦横比（横／縦
）を１．２以上１．６未満とすると、容器内が陽圧になった際に、底部５の外観形状を好
適に維持できるため好ましい。
【００４１】
　底部中央５０と容器１の接地面（脚部５２の接地部５３）との容器高さ方向の高低差は
、容器内が陽圧になった際に底部５の形状が維持できれば特に限定されないが、例えば、
本実施形態では、胴部４の横幅が６０ｍｍの場合、３．０～４．０ｍｍとなることが好ま
しい。
【００４２】
　また、図示するように、底部５の底部溝５１を除く横断面周方向の外周縁が、胴部４の
下端の横断面形状と相似する形状に形成されていると、容器全体の外観上、または、成型
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の観点から好ましい。
【００４３】
　本実施形態では、胴部４の横断面形状が正方形状とされた容器１を一例として挙げてい
るが、胴部４はその横断面が多角形状であればよく、胴部４は、横断面形状がｎ角形状（
ただし、ｎは３～１２）の角筒状に形成することができる。
　そして、容器１の容量や、胴部４の横断面形状の頂点の数ｎに応じて、胴部４の一つの
側面に対して二以上の底部溝５１を各側面に対する配置が等しくなるように配設したり、
底部５が有する脚部５２の数がｎの３以上の約数に等しくなるように底部溝５１の配置を
変更したりして、容器１の自立安定性が損なわれない範囲で、底部５の構成を適宜変更す
ることができる。
　例えば、胴部４の横断面形状が六角形（ｎ＝６）の場合には、胴部４の一つの側面に対
して二つの底部溝５１を各側面に対する配置が等しくなるように配設して、脚部５２の数
を１２（この場合に脚部５２は６回対称に配設される）としたり、六つの側面のうち底部
溝５１を配置する側面を一つおきにして、脚部５２の数を３（この場合に脚部５２は３回
対称に配設される）としたりすることができる。
　また、胴部４の横断面形状の頂点の数ｎが多くなるにしたがって、底部溝５１を配置す
る側面を二つおきにしたり、三つおきにしたりしてもよい。例えば、胴部４の横断面形状
が九角形（ｎ＝９）の場合に、底部溝５１を配置する側面を二つおきにして、脚部５２の
数を３（この場合に脚部５２は３回対称に配設される）とすることができる。さらに、胴
部４の横断面形状が十二角形（ｎ＝１２）の場合には、底部溝５１を配置する側面を二つ
おきにして、脚部５２の数を４（この場合に脚部５２は４回対称に配設される）としたり
、底部溝５１を配置する側面を三つおきにして、脚部の数を３（この場合に脚部５２は３
回対称に配設される）としたりすることができる。
【００４４】
［第二実施形態］
　次に、図９～図１１を参照して、本発明の第二実施形態に係る合成樹脂製容器について
説明する。
【００４５】
　第二実施形態では、胴部４の横断面形状が第一実施形態と異なっている。
　具体的には、第二実施形態において、胴部４は、その横断面形状が正方形状を基本形状
として、角部がＣ面取り状に面取りされた角筒状に形成されており、面取りされた面（以
降、面取り面とも称する）を含めると八角形状の横断面形状とされている。すなわち、本
実施形態の胴部４は、四つの側面と四つの面取り面から形成されている。
【００４６】
　なお、胴部４の角部を面取りする際の面取り幅は、角部を面取りした後に残る胴部４の
側面の横幅の同等以下とし、面取りされた面との境界には、微小のＲをつけてもよい。
【００４７】
　図１０は、第二実施形態における容器１の胴部４の角筒状に形成された部位の横断面形
状と、凹溝部４０が形成された部位の横断面形状とを重ねて示した説明図である。図示さ
れるように、本第二実施形態では、胴部４の角筒状に形成された部位の横断面形状が、正
方形状を基本形状としていることから、凹溝部４０が形成された部位も正方形状を基本形
状とした横断面形状となるように形成されている。凹溝部４０の各頂部は、各頂部がＲ面
取り（曲率半径を縮小したＲ面取り）された正方形状に形成されており、何れの凹溝部４
０も、凹溝部４０が形成された部位の横断面形状の各頂部４０Ａが、胴部４の角筒状に形
成された部位の横断面形状の各辺に内接する位置関係にあるように形成されている。そし
て、凹溝部４０が形成された部位の横断面形状の面取りされた頂部４０Ａが、胴部４の側
面の横断面方向中央部に位置している。
　また、凹溝部４０が形成された部位の横断面形状の各辺が、若干容器外方に凸となる円
弧状となるように湾曲させて、平面状に形成されている。
　このように、本第二実施形態において、胴部４の角筒状に形成された部位の横断面形状
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と凹溝部４０が形成された部位の横断面形状は、互いの基本形状が類似している広義の相
似関係にある。
【００４８】
　このような本実施形態によれば、角筒状の容器形状を有する容器１の胴部４に、このよ
うな凹溝部４０を形成することで、容器内が陽圧になっても、第一実施形態と同様に胴部
４の膨らみによる変形を有効に抑制することができる。
【００４９】
　底部５は、図１１に示されるように、底部溝５１が、底部中央５０から胴部４の側面の
下端側であって、胴部４の側面の横幅方向中央に対応する位置に向かって延在し、かつ、
縦断面形状が容器１外方に凸の円弧状に形成された溝底を含んで形成され、脚部５２が中
心軸Ｃ周りに回転対称に配設されるように、均等な間隔で底部中央５０を中心とする放射
状に配設されている。
【００５０】
　このように、胴部４横断面形状の角部がＣ面取り状に面取りされ、八角形状となってい
る場合でも、横断面形状の基本形状である正方形状の側面の下端側に向かって、底部溝５
１を設けることによって、底部５の変形、特に底部中央５０の下方向への膨らみと、胴部
４の側面に対応する位置の外周方向への膨らみを有効に防ぎ、また容器１の自立性を高め
ることが可能となる。
　胴部４横断面形状の八角形に対して、底部５が有する脚部５２の数は四本となるが、こ
れらの脚部５２は、胴部４横断面形状の基本形状の角部に対応する位置に配設されるため
、容器の自立性を保ちつつ、底部５の外観形状を胴部４横断面形状に適した形状に容易に
形成することができる。
【００５１】
　また、胴部４の角部を面取りする際の面取り幅を、角部を面取りした後に残る胴部４の
側面の横幅と同等としてもよく、その場合は、胴部４の側面と面取り面とは特別に区別さ
れる必要はない。底部溝５１は、脚部５２が中心軸Ｃ周りに回転対称に配設されるように
、底部中央５０から胴部の側面又は面取り面の下端側に向かって、均等な間隔で底部中央
を中心とする放射状に配設すればよい。
【００５２】
　他の構成は第一実施形態と共通するため、図９～図１１において、第一実施形態と共通
する構成には同一の符号を付して、重複する説明は省略する。
【実施例】
【００５３】
　以下、具体的な実施例を挙げて、本発明をより詳細に説明する。
【００５４】
［実施例１］
　図１及び図２に示す容器１を５本用意し、それぞれに２２℃の温度条件下において容器
内の圧力が０．２４ＭＰａとなるよう炭酸水を充填、密封した。
　なお、炭酸水を充填、密封する前の容器１の脚部５２の接地部５３から底部中央５０ま
での高さＨ０の平均は３．４０ｍｍ、底部の一辺の中心から対向する一辺の中心までの横
幅Ｗ０の平均は６１．４０ｍｍ、底部の対角幅Ｄ０の平均は６８．４８ｍｍであった。
【００５５】
　炭酸水を充填、密封した容器１を設定温度２２℃の恒温槽に２４時間静置した後に、各
容器１における脚部の接地部５３から底部中央までの高さＨ１、最大横幅Ｗ１、最大対角
幅Ｄ１を測定した。測定値の平均値から求めた高さ変化量［Ｈ１－Ｈ０］、横幅変化率［
（（Ｗ１－Ｗ０）／Ｗ０）×１００％］、対角幅変化率［（（Ｄ１－Ｄ０）／Ｄ０）×１
００％］を表１に示す。
【００５６】
［実施例２］
　炭酸水を充填、密封した容器１を設定温度３７℃の恒温槽に２４時間静置した以外は実
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Ｈ２－Ｈ０］、横幅変化率［（（Ｗ２－Ｗ０）／Ｗ０）×１００％］、対角幅変化率［（
（Ｄ２－Ｄ０）／Ｄ０）×１００％］を求めた。
　その結果を表１に示す。
【００５７】
［比較例１］
　図１２に示す比較用容器１０１を用いた以外は、実施例１と同様にして、比較用容器１
０１を設定温度２２℃の恒温槽に２４時間静置した後の高さＨ１１、最大横幅Ｗ１１、最
大対角幅Ｄ１１を測定し、高さ変化量［Ｈ１１－Ｈ１０］、横幅変化率［（（Ｗ１１－Ｗ
１０）／Ｗ１０）×１００％］、対角幅変化率［（（Ｄ１１－Ｄ１０）／Ｄ１０）×１０
０％］を求めた。
　その結果を表１に示す。
【００５８】
　なお、比較用容器１０１は、底部１０５の底部溝１５１を、底部中央１５０から、胴部
１０４横断面形状の角部に対応する位置へ向かって延在するように設け、脚部１５２を胴
部１０４横断面形状の側面に対応する位置に設けた以外は、容器１と同様に形成されてい
る。
　炭酸水を充填、密封する比較用容器１０１の高さＨ１０の平均は２．９０ｍｍ、横幅Ｗ
１０の平均は６２．０５ｍｍ、対角幅Ｄ１０の平均は６８．９１ｍｍであった。
【００５９】
　ここで、図１３は、（ａ）容器１の底部５における底部溝５１と脚部５２の配置関係を
模式的に示した説明図と、（ｂ）比較用容器１０１の底部１０５における底部溝１５１と
脚部１５２の配置関係を模式的に示した説明図である。図１４は、図１３中のＡ-Ｏ-Ａ’
線を含む垂直面によって容器１を切り取った断面に現れる断面図（ａ）と、図１３中のＢ
-О-Ｂ’線を含む垂直面によって比較用容器１０１を切り取った断面に現れる断面図（ｂ
）とを示している。
　図１３の底部における底部溝と脚部の配置関係を模式的に示した説明図で示す脚部５２
、１５２は、容器下方向へ突出している位置を模式的に示したものであり、脚部の形状を
特定するものではない。また、図１４に示した断面図では、容器１及び比較用容器１０１
の肉厚を省略している。
【００６０】
　図１３、図１４に示されるように、比較用容器１０１においては、底部溝１５１が略正
方形状の横断面を有する胴部１０４の角部の下端側に向かって延在するように形成されて
いるため、底部１０５の溝底の縦断面形状における円弧形状の横方向の長さ（高さ方向に
直行する方向に沿った底部中央から底部溝の終端までの長さ）Ｌ２は、容器１における円
弧形状の横方向の長さＬ１よりも長くなる。すなわち、比較用容器１０１の底部溝１５１
の延在方向に沿った始端から終端までの長さは、容器１の延在方向に沿った始端から終端
までの長さよりも長く、比較用容器１０１における底部１０５の溝底の縦断面形状におけ
る円弧形状の縦横比は大きくなる。
【００６１】
［比較例２］
　図１２に示す比較用容器１０１を用いた以外は、実施例２と同様にして、比較用容器１
０１を設定温度３７℃の恒温槽に２４時間静置した後の高さＨ１２、最大横幅Ｗ１２、最
大対角幅Ｄ１２を測定し、高さ変化量［Ｈ１２－Ｈ１０］、横幅変化率［（（Ｗ１２－Ｗ
１０）／Ｗ１０）×１００％］、対角幅変化率［（（Ｄ１２－Ｄ１０）／Ｄ１０）×１０
０％］を求めた。
　その結果を表１に示す。
【００６２】
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【表１】

【００６３】
　これらの対比から、実施例１及び実施例２では、容器内が陽圧になった際の高さ変化量
、横幅変化率が小さく、対角幅変化率は大きいことが確認できた。
　すなわち、底部の底部中央の下方向への膨らみは、有効に抑制されていることが確認で
きる。
　また、底部の側面の膨らみが有効に抑制されていることから、容器の多角形状がより維
持されやすい容器底部となっていることがわかる。
　さらに、底部の対角幅が膨らんでいることから、容器胴部の角部にあたる位置が膨出し
て、容器胴部の多角形状がより維持されやすい容器底部となっていることがわかる。
【００６４】
　以上、本発明について、好ましい実施形態を示して説明したが、本発明は、前述した実
施形態にのみ限定されるものではなく、本発明の範囲で種々の変更実施が可能であること
はいうまでもない。
【００６５】
　例えば、胴部４に設けられる凹溝部４０の頂部４０ＡをＣ面取り状に面取りしてもよく
、凹溝部４０の頂部４０Ａは、Ｒ面取りした頂点をさらに直線状に面取りするなどして、
胴部４の側面と面一な面を含むように形成することもできる。
　また、前述した実施形態では、同様に形成された六つの凹溝部４０を高さ方向に沿って
等間隔に並設しているが、凹溝部４０を形成する位置に応じて、例えば、凹溝部４０の溝
幅を異ならせたり、並設する間隔を異ならせたりしてもよい。さらに、凹溝部４０の数は
限定されず、胴部４の膨らみによる変形を抑制できれば、胴部４には、一以上の凹溝部４
０が形成されていればよい。
　要するに、凹溝部４０を並設する間隔、凹溝部４０の溝幅、凹溝部４０の数などは、胴
部４の膨らみによる変形を抑制できるように、容器１の容量や大きさなどに応じて適宜変
更することができる。
【００６６】
　また、以上の説明では、内容物を充填、密封した後の容器内が陽圧になった際に、角筒
状の容器形状を有しながらも、内圧による容器胴部の膨らみを十分に抑制することができ
る合成樹脂製容器の胴部として、前述した凹溝部４０を有する胴部４を好ましい一例とし
て挙げたが、内圧が高まった際に、断面が多角形状となる容器形状を維持できる構成であ
れば、その形状は特に限定されない。
【００６７】
　また、本実施形態では、底部溝５１が一定の幅を有する一本の溝によって形成されてい
るが、任意の幅を有する複数本の溝によって形成されていてもよい。
【００６８】
　また、底部５の底部溝５１の数、設ける間隔などは、底部５の膨らみによる変形を抑制
できるように、胴部４横断面形状の多角形状によって、及び容器１の容量や大きさなどに
応じて適宜変更することができる。
　小さい容量の容器では、脚部５２は少なく設けた方が成型などの観点から好ましく、ま
た、１２Ｌなどの容量が比較的大きくなる容器では、脚部５２は多く設けた方が容器の自
立性及び形状維持などの観点から好ましいと考えられる。
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【００６９】
　炭酸飲料用の用途の他にも、例えば、窒素ガスなどが内容物とともに封入されて容器内
が陽圧になる用途にも利用可能であるのはいうまでもない。
【００７０】
　本発明は、胴部４の横断面形状が多角形状の角筒状に形成されるとともに、底部５が、
底部中央５０から胴部４の側面の下端側に向かって延在し、かつ、縦断面形状が容器外方
に凸の円弧状に形成された溝底を含む複数の底部溝５１と、底部溝５１によって隔てられ
て、底部中央５０よりも下方に突出する複数の脚部５２とを有し、脚部５２が中心軸Ｃ周
りに回転対称に配設されるように、底部溝５１を均等な間隔で底部中央５０を中心とする
放射状に配設されていれば、これ以外の細部の構成は、前述した実施形態に限定されるこ
となく適宜変更することができる。また、前述した実施形態で説明した細部の構成を適宜
取捨選択して組み合わせることもできる。
【産業上の利用可能性】
【００７１】
　本発明に係る合成樹脂製容器は、内容物を充填、密封した後の容器内が陽圧になる炭酸
飲料用などの用途に利用できる。
【符号の説明】
【００７２】
　１：容器
　２：口部
　３：肩部
　４：胴部
　　４０：凹溝部
　５：底部
　　５０：底部中央
　　５１：底部溝
　　５２：脚部
　　５３：接地部　　　
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